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１　職員の任用及び職員数に関する状況

（１）　職員の任用に関する状況

ア　採用の状況（平成27年度）

イ　退職の状況（平成27年度）

技能労務職

（２）　部門別職員数の状況及び主な増減理由（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

石垣市人事行政の運営等の公表

区分 行政職 土木・建築技術職 保育士職 幼稚園教諭職 消防職 保健師職 計

採用者数 15 2 2 2 1 1 23

区分
定年
退職

勧奨
退職

普通
退職

そ　　　の　　　他
計分限

免職
懲戒
免職

失職
死亡
退職

一般行政職 13 2 4 0 0 0 1 20

教育職 0 0 0 0 0 0 0 0

企業職 1 0 2 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0

計 14 2 6 0 0 0 1 23

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数
対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成27年 平成28年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 6 6 0

税　務 27 26 △ 1

総　務 89 91 2 新設に伴う補充

非常勤職員活用

農林水産 45 44 △ 1 非常勤職員活用

商　工 14 14 0

土　木 34 33 △ 1 非常勤職員活用

民　生 95 90 △ 5 非常勤職員活用

衛　生 31 31 0

計 341 335 △ 6

教育部門 97 95 △ 2 欠員不補充

消防部門 59 61 2 欠員補充

小　計 497 491 △ 6

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水　道 22 21 △ 1 欠員不補充

下水道 7 8 1 欠員補充

その他 37 37 0

小　計 66 66 0

合　　計 563 557 △ 6
人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　11.53 人

[　598　］ ［ 601 ］ [　 3 　］
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職員構成比

20歳未満20歳～…24歳～…28歳～…32歳～…36歳～…40歳～…44歳～…48歳～…52歳～…56歳～…60歳以上
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

（３）　年齢別職員構成の状況（平成28年4月1日）

（４）定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成２２年４月～平成２８年４月における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

※4月末職員数

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年4月1日現在）

（５）　職員採用試験の実施状況

平成27年度において、次のように職員採用候補者選定試験を実施しました。

ア　採用試験の日程
第１次試験　　 第２次試験

第１次試験合格発表 第２次試験合格発表

イ　採用試験の実施状況

（参考）

数値目標

建築技術職 1 1 0 0 -

区　分
20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 計
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人

1 7 42 60 64 71 68
人 人 人 人

0 557

平成22年4月 平成28年4月 純減数 純減率

77 73 49 45

職員数 職員数

560 564 △ 4 △ 0.71

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 22年～28年

計画始期 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 計

職員数 541 541 524 537 534 563 557 ―

増減 0 △ 17 13 △ 3 29 △ 6 16

9月20日 10月25日

10月9日 12月18日

職種 申込者数
一次試験

受験者数（A）
二次試験
受験者数

最終合格者数
（B）

倍率
（A/B）

上級行政職 141 133 43 13 10.2

中級行政職 48 44 15 4 11.0

初級行政職 55 50 9 3 16.7

行政職（身障者） 1 1 0 0 -

土木技術職 8 7 5 2 3.5

幼稚園教育職 22 21 8 2 10.5

消防職 33 32 12 3 10.7

0 
0.012567325 

0.075403950 

0.107719928 

0.114901257 

0.138240575 

0.131059246 

0.087971275 

0.080789946 

0.127468582 
0.122082585 

0.000000000 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18
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２　職員の給与の状況
（１）　人件費の状況（普通会計決算）

（２）　職員給与の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成２８年４月１日現在の人数である。

（３）　ラスパイレス指数の状況　（各年４月１日現在）

Ｈ23Ｈ28
石垣市 ## ##
類似団体 ## ##
全国平均値 ## ##

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

（４）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（平成28年4月1日現在）
①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

　　　　　（27年度末） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 26年度の人件費率

区　　分 住民基本台帳人口

27年度
人　　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　％

48,328 26,207,854 580,231 4,309,844 16.4 18.5

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　　Ａ給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

27年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

491 1,783,293 179,509 676,298 2,639,100 5,375

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

石垣市 42.1 299,900 331,414

沖縄県 40.8 308,215 363,572

国 43.6 331,816 410,984

区　　分

公　務　員 民間（沖縄県）

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 対応する民間

の類似職種
平均年齢 平均給与

（Ａ）

石垣市 54.3 18 332,200 351,356 調理士

329,358

44.7 188,400

沖縄県 53.2 262 351,164 397,432

国 50.4 2,876 287,447

Ｈ23

94.8

Ｈ23

96.7

Ｈ23

98.8

Ｈ28

95.8

Ｈ28

96.6

Ｈ28

99.1 

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

石垣市 類似団体 全国平均値
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（５）　職員の初任給の状況　（平成28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 円 －

円 円 －

（６）職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　「―」は該当者なし

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成２８年４月１日現在）

（注）１　石垣市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（８）職員の手当の状況　（平成28年4月1日現在）

期末・勤勉手当

（27年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

区　　　　　分 石垣市 沖縄県 国

一般行政職 大　学　卒 176,700 176,700 176,700

高　校　卒 144,600 144,600 142,100

技能労務職 高　校　卒 142,000 142,000 ―

中　学　卒 134,000 134,000 ―

教　育　職 大　学　卒 197,900 197,900 ―

（幼稚園教育職） 短　大　卒 173,700 ― ―

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職 大　学　卒 264,700 310,500 350,300

高　校　卒 222,400 245,600 316,900

技能労務職 高　校　卒 ― ― 268,900

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　　級 主事補・主事・技師補・技師
　　　　　　人 　　　　　　％

42 12.5

２　　級 主事・技師
　　　　　　人 　　　　　　％

64 19.0

３　　級 主任・係長
　　　　　　人 　　　　　　％

86 25.5

４　　級 係長・課長補佐
　　　　　　人 　　　　　　％

53 15.7

５　　級 課長補佐
　　　　　　人 　　　　　　％

42 12.5

６　　級 課長
　　　　　　人 　　　　　　％

39 11.6

７　　級 部長
　　　　　　人 　　　　　　％

11 3.2

石　　　　　垣　　　　　市 沖　　　　　縄　　　　　県 国

2.60 1.55 2.60 1.55 2.60 1.55
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退職手当

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前特別措置　２％～４５％ その他の加算措置 定年前特別措置　２％～４５％

（退職時特別昇給　　なし） （退職時特別昇給　　なし）

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した職員に支給された平均額である。

特殊勤務手当

千円

円

　％

時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

石　　　　　　　　　　　垣　　　　　　　　　　　市 国

20.445 25.5565 20.445 25.5565

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

49.59 49.59 49.59 49.59

17,545

支給実績（平成27年度決算） 14,413

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 80,303

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 50.3

手当の種類（手当数） 10種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当 税務職員 市税の賦課調査業務 月額　　3,000円

徴税手当 税務職員 市税の徴収、滞納整理 月額　　4,000円

消防手当 消防職員 消防活動業務 月額　　4,000円

救急業務手当 消防職員 救急活動業務 1回　　200円

保育手当 保育所職員
保育所長業務 日額　　250円

保育業務 日額　　150円

福祉事務従事手当 福祉関係職員 福祉事務関係業務 月額　　5,000円

暴風雨時勤務手当 暴風雨時対応職員 暴風雨時の対応業務 勤務時間1時間につき1,200円

現金取扱手当 出納関係職員 現金取扱業務 月額　　1,500円

狂犬病予防等手当 生活環境職員
狂犬病予防及び
野犬の捕獲業務

日額　　100円

精神障がい者及び行旅病
人行旅死亡人手当

福祉関係職員 福祉事務関係業務 1回　　1,500円

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ７ 年 度 決 算 ） 52,946

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 153

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ６ 年 度 決 算 ） 48,044

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 153
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その他手当

配偶者 １３，０００円

子等 ６，５００円

借り受け　最高２７，０００円

（９）　特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日）

円

円

円

円

円

（１０）　公営企業職員（水道事業）の状況

職員給与の状況（公営企業決算）

職員給与費 　（参考）

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

区分 手当額（月額）
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

内　　　容

扶養親族（配偶者、２２
歳に達した日以後の最初
の３月３１日までの間に
ある子、６０歳以上の父
母等）のいる職員に支給
されます。

同 ―
１６歳から２２歳の子１人に
つき５，０００円の加算あり

住居手当
住居を借り受け、又は所
有している職員に支給さ
れます。

同 ―

通勤手当
通勤距離が２㎞以上で、
自動車等を利用している
職員に支給

通勤距離に応じて２，３００
円～２６，２００円

異
通勤距離に応じて
２，３００円～
２６，２００円

区分 給料月額等 期末手当の支給割合

主
要
三
手
当

扶養手当

市長 850,000
6月期　1.50月分　12月期1.65月分

計3.15月分（加算措置無）副市長 682,000

議長 456,000

6月期　1.60月分　12月期1.75月分
計3.35月分（加算措置有）

副議長 413,000

議員 386,000

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 平成26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

1,518,202 292,341 136,706 9.0 9.3

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 　　B/A

27年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

22 91,299 24,294 21,113 136,706 6,214

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

石 垣 市 45.4 321,914 463,350
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ア　期末手当・勤勉手当（平成２８年４月１日現在）

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前特別措置　２％～４５％ その他の加算措置 定年前特別措置　２％～４５％

（退職時特別昇給　なし）　　　　　　　　　 （退職時特別昇給　なし）　　　　　　　　　

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した職員に支給された平均額である。

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

水道企業会計 一般行政職等

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

1,509 1,388

2.60 2.60 1.501.50

水道企業会計 一般行政職等

20.445 25.5565 20.445 25.5565

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

49.59 49.59 49.59 49.59

18,854 17,545

支給実績（平成27年度決算） 970

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 44,091

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 86.4

手当の種類（手当数） ３種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

閉栓手当 水道事業職員 閉栓作業業務 日額　１３５円

現金取扱手当 水道事業職員 現金取扱業務 月額　１，５００円

暴風雨時勤務手当 水道事業職員 暴風雨時の対応業務 勤務時間1時間につき1,200円

支給実績（平成２７年度決算） 2,501

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 132

支給実績（平成２６年度決算） 2,011

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 91

7
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３ 職員の勤務時間・その他勤務条件の状況 

 

（１） 一般職員の勤務時間の状況（平成 28 年 4 月 1日現在） 

1 週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～13:00 

 ※ 1 日 7 時間 45 分、週 38 時間 45 分の勤務で、週休 2日制となっています。 

  

 

（２） 休暇制度の概要（平成 28 年 4月 1日現在） 

休暇の範囲 期間 

１ 公務による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき必要と認める期間 

２ 結核性疾患の場合 １年をこえない範囲内で必要と認める期間 

３ 私傷病(予防接種、予防注射による著しい

発熱の場合を含む) 

医師の証明書（診断書に基づき、９０日を超えない範囲内で

最少限度必要と認める日又は時間 

４ 医師にかかる必要もない軽い病気 １年を通じて１０日以内。ただし、年の途中において新たに

職員となった者のその年における日数は、次の表に掲げると

おりとする。 

採 用

の月 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

日数 10 日 9 日 8 日 8 日 7 日 6 日 

 

採 用

の月 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

日数 5 日 4 日 3 日 3 日 2 日 1 日 
 

５ 感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）

による交通しゃ断又は隔離 

そのつど必要と認める日又は時間 

６ 風水震火災その他これらに類する災害に

よる交通しゃ断 

そのつど必要と認める日又は時間 

７ 風水震火災その他これらに類する災害に

よる職員の現住居の滅失又は破壊 

1 週間をこえない範囲内で必要と認める期間 

８ 交通機関の事故等不可抗力の場合 そのつど必要と認める日又は時間 

９ 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として    

 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他

官公署への出頭 

そのつど必要と認める日又は時間 
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10 選挙権その他公民としての権利の行使 そのつど必要と認める日又は時間 

11 運営上の必要に基づく事務又は事業の全

部又は一部を停止する場合（台風の来襲等

による事故発生の防止のための措置を含

む。） 

そのつど必要と認める日又は時間 

12 職員の分べん 医師又は助産師等の証明に基づき、分べんの予定日以前 8週

間（多胎妊娠の場合にあっては 14 週間）目にあたる日から

分べんの日後8週間目にあたる日までの期間内においてあら

かじめ必要と認める期間 

13 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が、

母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 10

条に規定する保健指導又は同法第13条に規

定する健康診査を受ける場合 

妊娠 7月までは 4週間に 1 回、妊娠 8月から 9月までは 2週

間に 1回、妊娠 10 月から分べんまでは 1 週間に 1回、産後 1

年まではその間に 1回（医師等の特別の指示があった場合に

は、いずれの期間についてもその指示された回数。）当該 1

回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる

期間 

14 子の出生 7 日以内の日又は時間 

15 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又

は生理に有害な服務に従事する女子職員の

生理日 

2 日をこえない範囲内で請求のある日又は時間 

16 女子職員が生後満 1 年に達しない生児を

育てる場合 

1 日 2回以内で 1回について 30 分以内 

17 父母、配偶者及び子の祭祀を行う場合 下表に定める期間内において必要と認める日又は時間 

18 忌引の場合 死亡した者 日数 

配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。） 

10 日 

 

 

血

族 

父母 7 日 

子 5 日 

祖父母 3 日 

孫 2 日 

兄弟姉妹 3 日 

おじ又はおば 2 日 

職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合 7 日 

 父母の配偶者又は配偶者の父母 3 日 

職員と生計を一にしていた場合 7 日 

 子の配偶者又は配偶者の子 3 日 

職員と生計を一にしていた場合 5 日 
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 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 2 日 

職員と生計を一にしていた場合 3 日 

 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 2 日 

職員と生計を一にしていた場合 ３日 

 おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者の

おじ若しくはおば 

1 日 

父母、配偶者又は子の祭祀を行う場合 1 日 

備考 

 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要

する往復の日数を加算することができる。 

19 職員の婚姻 7 日以内 

20 夏季休暇 5 月から 10 月までの間 5日間 

21 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希

望者としてその登録を実施する者に対して

登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配

偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨

髄液を提供する場合で、当該申出又は提供

に伴い必要な検査、入院等のため勤務しな

いことがやむを得ないと認められるとき。 

その都度必要と認める日又は期間 

22 子の看護休暇 

  小学校就学の始期に達するまでの子（配

偶者の子を含む）を養育する職員が、その

子の看護（負傷し、又は疾病にかかったそ

の子の世話を行うことをいう。）のため又は

その子に予防接種若しくは健康診断を受け

させるため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

１の年度において当該子が１人の場合は５日、２人以上の場

合は 10 日の範囲内の期間で日又は時間 

23 ボランティア休暇 

  職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで

次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族

に対する支援とる活動を除く。）を行う場合

で、その勤務しないことが相当であると認

められるとき 

 (1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模の

災害が発生した被災地又はその周辺の地域

における生活関連物資の配布その他の被災

者を支援する活動 

1 の年において 5日間の範囲内の期間 
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(2)身体障害者療護施設、特別養護老人ホー

ムその他の主として身体上若しくは精神上

の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病に

かかった者に対して必要な措置を講ずるこ

とを目的とする施設であって市長が定める

ものにおける活動 

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体

上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病に

より常態として日常生活を営むのに支障が

ある者の介護その他の日常生活を支援する

活動 

24 男性職員の育児参加 

  職員の妻が出産する場合であってその出

産予定日の 6 週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては 14 週間）前の日から当該出産の日後 8

週間を経過する日までの期間にある場合に

おいて、当該出産に係る子又は小学校就学

の始期に達するまでの子（妻の子を含む）

を養育する職員が、これらの子の養育のた

め勤務しないことが相当であると認められ

る場合 

5 日間の範囲内の期間で日又は時間 

25 短期介護休暇 

職員が親族等で負傷、疾病又は老齢によ  

 り２週間以上にわたり日常生活を営むのに

支障があるものを介護及び世話をするため

に相当であると認められる場合 

１の年において当該親族が１人の場合は 5 日、2 人以上の場

合は 10 日の範囲内の期間で日又は時間 

26 市長が特に必要であると認めた場合 そのつど必要と認める期間 

 

 

（３） 年次休暇の状況（平成 28 年 1月 1日から 28 年 12 月 31 日） 

総付与日数 総使用日数 対象職員数 一人当たり平均使用日数 使用率 

17,957 日 6,046 日 469 人 12.9 日 33.6％ 

 

（４）育児休業の取得状況（平成 27 年度） 

育児休業の取得人数 
男性 女性 

部分休業の取得人数 
男性 女性 

1 13 人 0 1 
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（５）介護休暇の取得状況（平成 27 年度） 

介護休暇の取得人数 
男性 女性 

0 0 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

（１） 分限処分者数（平成 27 年度） 

区  分 降任 免職 休職 

処分者数 0 0 11 

※ 分限処分は、職員の勤務実績がよくない場合や心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由があ

る場合に、職員の意に反し身分上の不利益な処分で、「降任」、「免職」、「休職」があります。 

 

（２） 懲戒処分者数（平成 27 年度） 

区  分 戒告 減給 停職 免職 

処分者数 0 0 1 0 

※ 懲戒処分は、法令に違反した場合等、職員の職務上の義務違反に対して、任命権者が、公務員の秩序を維

持するために行う制裁的処分で、免職、停職、減給、戒告があります。 

 

５ 職員の服務の状況 

 

（１） 職務専念義務免除の概要 

   職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責

遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全

力をあげてこれに専念しなければなりません。 

   職務専念義務の免除は、服務上、公務優先の基本原則に照らし合わせて、合理的な理由があると認めら

れた場合のみ、限定的、例外的特例として認められます。 

◇ 行政措置要求事案の審査への出頭 

◇ 研修会 

◇ 人間ドック・健康診査 

◇ 大学の通信教育の面接授業 等 

 

（２） 営利企業等の従事許可の状況（平成 27 年度） 

区    分 申請件数 許可件数 

営利企業等の従事許可申請 35 35 

※ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の規定に基づく営利企業等の従事許可 

 

６ 職員の研修及び勤務成績評定の状況 
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（１） 職員研修の状況（平成 27 年度） 

研     修     名 人 数 期 間 

一般

研修 

新規採用職員研修 22 人 4 日 

現任者研修 33 人 1 日 

管理者研修 ワーク・ライフ・バランス研修 40 人 1 日 

派遣 

研修 

住民と行政の協働による政策形成研修 1 人 1 日 

 市町村一般職員第１部研修 1 人 2 日 

市町村管理者研修 2 人 1 日 

行政法講座 1 人 3 日 

ロジカルコミュニケーション研修 1 人 2 日 

業務改善（タイムマネージメント）研修 3 人 1 日 

メンタルヘルスセミナー 2 人 1 日 

市町村特別セミナー 地域経営塾 1 人 2 日 

固定資産税課税事務（土地） 1 人 11 日 

住民税課税事務 1 人 11 日 

市町村税徴収事務 2 人 11 日 

給与実務研修 3 人 1 日 

財務会計研修 4 人 1 日 

法令実務能力の向上 A（基礎） 1 人 5 日 

女性リーダーのためのマネジメント研修 1 人 5 日 

介護保険事務（制度と運用） 1 人 5 日 

生活保護と自立支援対策 1 人 5 日 

第二種衛生管理者免許試験準備講習会 2 人 3 日 

説明・交渉力研修 2 人 2 日 

学びを深める研修の組み立てかた 1 人 1 日 

税務研修 3 人 1 日 

政策法務研修 1 人 2 日 

住民行政事務能力の向上 1 人 9 日 

生活困窮者の自立支援 1 人 3 日 

情報公開と個人情報保護 1 人 9 日 

インターネット公有財産売却システム研修会 1 人 1 日 

土木施工管理 1 人 3 日 

子ども・子育て支援新制度の施行後の状況について 1 人 1 日 

専門課程 地域公共交通（Ⅱ期）研修 1 人 5 日 

電話応対マナーセミナー「クレーム対応術を学ぶ」 2 人 1 日 
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特 別

研修 

法制執務研修 22 人 2 日 

法制執務研修（初級編） 21 人 1 日 

接遇・コミュニケーション研修 27 人 1 日 

フォローアップ研修 22 人 1 日 

納税研修 19 人 1 日 

コンプライアンス研修 73 人 1 日 

ライフプランセミナー（在職充実型） 33 人 1 日 

一般職員 ワーク・ライフ・バランス研修 37 人 1 日 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１） 健康管理事業（平成 28 年度） 

区   分 内  容 対象者 受診者 

職員健康診断 

一般健診 人間ドック以外の職員 149 人 

胃検診 希望する職員  1 人 

大腸ガン検診 希望する職員  29 人 

Ｂ型肝炎検査 希望する職員  1 人 

Ｃ型肝炎検査 希望する職員  1 人 

人間ドック 希望する職員 365 人 

脳ドック 希望する職員  24 人 

がんドック 希望する職員  7 人 

 

（２） 健康相談の状況（平成 28 年度） 

区    分 内      容 

産業医による健康相談 125 人（個別相談） 

 

（３） 地方公務員災害補償状況（平成 27 年度） 

区     分 公務災害 通勤災害 

前年度末現在未処理件数 0 0 

受理件数 0 2 

認定件数 1 0 

取り下げ件数 0 0 

治癒件数 0 0 

年度内未処理件数 0 0 

 


